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浸水被害にあったときは 

～浸水リーフレット～ 

大雨や台風により自宅等が浸水被害を受けたとき、はじめて経験される方

も多いため何から手をつければよいのかわからないかと思います。まずは落

ち着いて、本手順の流れに沿ってひとつずつ対応していきましょう。 

 

※自然災害等における被災者支援制度など、被災者支援 

の取組は市ホームページをご覧ください。 

※災害の規模に応じて、市ホームページに支援制度や 

お知らせを掲載した専用ページも設けます。 

（例：【大雨関連】●●●●に伴う大雨により被害を受けた皆さんへ） 

  

鹿児島市  

令和８年４月現在 

（市ホームページ） 
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１．やるべきことを確認する                         

  まずは、やるべきことを整理し全体を把握しましょう。やるべきことがわかると気持ちを

落ちつけることにつながります。 

    

 

 

 

 

２．写真をとる                               

  時間がたったり片付けをしたりすると被害の状況（浸水の高さ）がどれくらいかわからな

くなります。適切な支援を受けるために、浸水の状況を記録しておきましょう。 

  ① 家の外（外壁や外構など） 

    いろいろな角度（四方、遠景、近景）から撮影しておきましょう。 

    撮影の際には、目印になるメジャーなどを横において高さがわかるようにしましょう。 

  ② 家の中 

    すべての部屋の写真をとりましょう。 

    設備や家電などはメーカーや製品番号もわかるようにしましょう。 

  ③ 車や物置、農業用機械など 

    浸水被害を受けたと思われるものはすべて写真にとっておきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．連絡をする                               

  浸水した自宅の詳細な被害状況を調査してもらうため、ハウスメーカーや保険会社に

連絡しましょう。 

  ① 施工業者・ハウスメーカー・大家 

    家を建てた業者などのプロに、住み続けられる状態か、片付けはどのようにすれ

ばよいかアドバイスを受けましょう。 

    災害に便乗した修繕などの悪質商法にだまされないためにも、信頼できる会社に

早めに連絡をとることが肝心です。 

【発災後～翌日】 

・写真をとる 

・連絡をする 

【翌日～１週間】 

・片付けをする 

・り災証明を申請する 

 

【１週間～】 

・各種申請（見舞金な

ど）をする 



 

—3— 

 

 

 

 

  ② 保険会社（火災・共済・自動車保険など） 

    ご自身が加入している保険を確認のうえ、片付けを行う前に、保険金が受け取れ

るのか、受け取れる場合には、どのような手続きが必要か確認しておきましょう。 

  ③ 支払窓口（税金・公共料金・ローンなど） 

    支払が難しい場合は、支払猶予などの措置を受けられる可能性もありますので連

絡をしておきましょう。 

    ※市などから受けられる主な支援制度を「６．各種申請をする」に記載しており

ますので参考にしてください。 

 

４．片付けをする                              

  片付け作業は、重いものを運んだり高所での作業があったり、さまざまな危険があり

ますので、なるべく複数人で作業を行うようにしてください。被災後は精神的な疲労も

大変なものです。災害ボランティアの力も借りながら無理のないように作業を行いまし

ょう。 

 

  ① ブレーカーが落ちているか確認 

    自宅が浸水した場合、基本的には漏電ブレーカーが作動し、自動でブレーカーが

落ちるようになっています。コンセントが浸水した場合は漏電する可能性があるた

め、プラグを抜いて完全に乾くまでブレーカーを上げないようにしてください。 

② 仕分け作業 

    特に災害ボランティアなど他人に依頼をする際に、「処分するもの」と「残すも

の」をあらかじめ仕分けておくことで作業をスムーズに進めることができます。 

    仕分けを行う際には、大切なものを誤って処分してしまわないように、落ち着い

て分別することが大切です。 

    家電などは乾燥した後に復旧することもありますが、漏電や火災につながるおそ

れがありますので、電気店などに点検してもらい、安全を確認したうえで使用しま

しょう。 

  ③ 濡れた家財や家電を家の外に出す 

    家の中を清掃しやすいように、いったん屋外にすべての物を出しましょう。 

    なお、家財等を道路に置くと緊急車両などの通行の妨げになるため、敷地内に仮

置きするようにしましょう。 

 

 

 

 

 

◆災害ボランティア（居室等の片付けや清掃などの手伝い）の依頼 

市社会福祉協議会 

ボランティアセンター：０９９－２２１－６０７２  

◆災害に便乗した修繕などの悪質商法のトラブル 

消費生活センター：０９９－８０８－７５００ 
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  ④ 災害ごみの処分 

    災害の規模や範囲などによって、「戸別収集（各家庭の敷地前などからの収集）

」を行う場合と、「仮置場の設置による収集（指定場所へ市民が持ち込み）」を行

う場合があります。 

    浸水した家財道具等を処分する場合は、鹿児島市ホームページやごみ分別アプリ

「さんあ～る」などで処分方法を確認の上、ルールを守ってごみ出しをするように

してください。 

    「生活ごみ（生ごみ）」収集の妨げとなるため、粗大ごみや土砂などの災害ごみ

はごみステーションへ持ち込まないようにしましょう。 

    仮置場ではゾーンごとにごみを分別して処分する必要があるので、あらかじめ分

別してから持ち込むことでスムーズに処理を行うことができます。 

 

 

 

 

  ⑤ 家の中の清掃 

    家屋が浸水した場合は、細菌やカビが繁殖しやすくなり、感染症にかかるおそれ

があるため、清掃と乾燥を行うことが重要です。怪我等にご注意いただき、作業を

行ってください。 

    具体的な応急処置については、別添資料を参照してください。 

  ⑥ 床下の清掃 

    建物の基礎部分に水が溜まっている場合は、バケツなどで排水してください。 

    床下が土敷きの場合は、可能な範囲で流入してきた泥土を除去してください。 

  ⑦ 消毒 

    家の中（床上）は清掃・乾燥後、消毒を行ってください。 

床下や庭などの屋外の消毒は原則不要で、清掃後に、送風機などを活用してしっ

かりと乾燥させてください。 

 

 

 

 

 

５．罹災（りさい）証明を申請する                           

  罹災証明は、床上浸水など、一定規模の被害を受けた場合に、市の災害見舞金や市税

の減免などの支援制度を利用するときに必要です。 

  被災住家に対する罹災証明の申請がなされた場合、現地での被害認定調査または写真

による判定を実施します。 

  ① 申請先 

   ・電子申請（市 HP から申請手続へ） 

   ・資産税課または谷山税務課 

◆災害ごみの処分方法に関すること 

資源政策課：０９９－２１６－１２９０ 

◆自身で消毒作業を行うことができない場合 

感染症対策課：０９９－８０３－７０２３ 

※清掃及び乾燥はご自身又はボランティア等で行ってください 

 

(電子申請) 
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  ② 申請に必要なもの 

   ・罹災証明申請書（窓口・調査時でも記入できます） 

   ・被害状況写真（任意ですが、写真による被害区分判定を希望する場合は必須） 

   ・本人確認書類（マイナンバーカード・運転免許証など） 

  ③ その他 

   ・罹災後３か月以内に申請してください。 

   ・交付は申請からおおむね２週間後です。 

   ・手数料は無料です。 

   ・住家以外の建物（事務所、店舗、貸家、空家、車庫など）や外構、家財、車な

どに被害を受けた場合は「罹災届出証明書」を交付します。 

  ④ 問合せ先 

   ・資産税課：０９９－２１６－１１８１，１１８２ 

   ・谷山税務課：０９９－２６９－８４２３ 

  （参考）被害認定の目安 ※木造・プレハブの戸建の１～２階建ての場合 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「災害に係る住家の被害認定基準運用指針(内閣府：令和７年７月)」より引用 

 

◆農地への浸水により一定規模の被害を受け、金融機関から資金の借入をする場合 

など、農林水産業関係の被災証明が必要な方は、下記までご相談ください。 

【問合せ先】 

  ・農政総務課（本庁）：０９９－２１６－１３３４ 

   または各支所農林事務所 
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６．各種申請をする                             

  市などから受けられる主な支援制度は以下のとおり（一部制度

を抜粋）です。支援制度の詳細は右の二次元コード等から市ホー

ムページでご確認ください。   

床下浸水の場合、金銭的な支援制度の対象にはなりませんが、 

ボランティアの派遣や健康相談等を受けることができます。 

 

対 象 
制度名 内容 問合せ先 

床上浸水 床下浸水 

〇 ― 

災害見舞金 

※災害救助法 

（おそれ適用除く） 

適用外の場合 

被災の程度に応じて鹿児島市か

ら見舞金を支給します。 

（床上浸水の場合） 

１世帯につき１万円に、世帯員

２人目以降 1 人につき５千円を

加算した額 

地域福祉課 

099-216-1244 

― ― 

災害弔慰金 

※一定以上の被

害件数が生じた

災害の場合 

災害により亡くなられた方の遺

族や、負傷されて障害を受けた

方に弔慰金や障害見舞金を支給

します。（世帯状況に応じて金

額は異なる） 

地域福祉課 

099-216-1244 

〇 ― 

被災者生活再建

支援金 

※一定以上の被

害件数が生じた

災害の場合 

（床上浸水の場合） 

1 世帯につき２０万円（被災の

程度に応じて金額は異なる） 

地域福祉課 

099-216-1244 

○ ― 

災害援護資金の

貸付 

※一定以上の被

害件数が生じた

災害の場合 

被災の程度に応じて最大３５０

万円までの借入が受けられま

す。(所得などの条件や審査あ

り） 

地域福祉課 

099-216-1244 

△ ― 市税の減免 

個人市民税や固定資産税等の減

免（損害の程度や保険金等の金

額によって減免割合が異なる） 

市民税課 

099-216-1174, 

1175 

資産税課 

099-216-1181, 

        1182 

谷山税務課 

099-269-8421 

（支援制度一覧） 
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対 象 
制度名 内容 問合せ先 

床上浸水 床下浸水 

〇 ― 
国民年金保険料

の免除等 

国民年金保険料の免除等（損害

の程度によって免除等になる場

合がある） 

国民年金課 

099-216-1224 

各支所の（総務

）市民課 

〇 ― 
国民健康保険税

の減免 

国民健康保険税の減免（損害の

程度によって減免割合が異なる

） 

国民健康保険課 

099-216-1229 

谷山支所市民課 

099-269-8414 

△ △ 

水道料金及び下

水道使用料の減

免 

災害により建築物等が損壊し、

給水装置等が使用不能の状態に

なった場合、直前の定例検針日

から災害発生日までの使用水量

に係る料金等を免除 

（被災の日から６ヶ月以内に減

免申請書の提出が必要となりま

す。） 

水道局お客様 

料金センター 

099-812-6171 

〇 ― 
市営住宅の一時

入居 

住宅が被災し居住できなくなっ

たときに避難場所として特定の

市営住宅への一時入居 

原則３ヶ月、最長１年以内 

住宅課 

099-216-1362 

△ ― 

住宅の応急修理 

※災害救助法 

適用の場合 

住宅が半壊し、大規模な補修を

行わなければ当該住家に居住す

ることが困難な場合、１世帯に

つき７３９，０００円以内を限

度に現物をもって援助する。 

住宅課 

099-216-1363 

〇 〇 

災害ボランティ

アの依頼 

※一定以上の被

害件数が生じた

災害の場合など 

居室等の片付けや清掃などの手

伝い 

市社会福祉協議会 
ボランティアセンター 

099-221-6072 

〇 〇 健康相談 被災された方の健康相談 

各保健センター 
北部 
099-244-5693 
西部 
099-252-8522 
中央 
099-258-2364 
東部 
099-216-1310 
南部 
099-268-2315 

 

 

 

 

「災害救助法」とは、災害が起きた時の救助や被災者の保護のために作成さ

れた法律のこと。主に、大地震や豪雨に伴う洪水など、規模の大きい災害に

対して都道府県が適用するもの。 

（過去に災害救助法が適用された主な災害） 

令和６年能登半島地震、平成２８年熊本地震、平成２４年九州北部豪雨など 
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● 消費生活相談（悪質商法・契約トラブルなど） 

市消費生活センター ０９９－８０８－７５００ ９時～１７時１５分 

消費者ホットライン １８８ １０時～１６時（土・日曜日、休日も可） 


